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令和４年第６回坂町議会臨時会 

会 議 録 

 

 １．招 集 年 月 日    令和４年４月２１日（木） 

 ２．招 集 の 場 所    坂町議会議場 

 ３．開 会 （ 開議 ）    令和４年４月２１日（木） 

～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ４．出席議員（１２名） 

    １番 向 田 清 一 君       ２番 安 竹   正 君 

    ３番 光 岡 美 里 君       ４番 主 枝 幸 子 君 

    ５番 奥 村 冨士雄 君       ６番 柚 木   喬 君 

    ７番 出 下   孝 君       ８番 瀧 野 純 敏 君 

    ９番 大 田 直 樹 君       10番 中   雅 洋 君 

    11番 中 川 ゆかり 君       12番 川 本 英 輔 君（議長） 

～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ５．欠席議員 

    な し 

～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ６．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

         町 長      吉 田 隆 行 君 

         副 町 長      岡 村   恒 君 

         教 育 長      枝 廣 泰 知 君 

         技 監      鈴 木   晃 君 

         情 報 政 策 監      鳴 川 雅 彦 君 

         総 務 部 長      車 地 孝 幸 君 

         民 生 部 長      藤 本 大一郎 君 

         教 育 次 長      坂 本 孝 博 君 

         総 務 課 長      西 谷 伸 治 君 

         企画財政課長      山 本   保 君 

         税務住民課長      松 谷 展 裕 君 
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         保険健康課長      増 木 梨 江 君 

         生涯学習課長      福 嶋 浩 二 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ７．本議会に職務のため出席した者の職氏名 

         議会事務局長      西 谷 信 樹 君 

         主 事      梶 谷 政 博 君 

         主 事      貞 永 隆 佑 君 

～～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ８．議 事 日 程 

 議  事 

 

  日程第１           「会議録署名議員の指名」 

  日程第２           「会期の決定」 

  日程第３  議案第35号    「坂町税条例等の一部を改正する条例の専決処分 

                  の承認を求めることについて」 

  日程第４  議案第36号    「坂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

                  の専決処分の承認を求めることについて」 

  日程第５  議案第37号    「令和３年度坂町国民健康保険事業特別会計補正 

                  予算（第３号）の専決処分の承認を求めること 

                  について」 

  日程第６  議案第38号    「坂町災害伝承ホール設置及び管理条例の制定に 

                  ついて」 

  日程第７  議案第39号    「令和４年度坂町一般会計補正予算（第１号）」 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

 ９．議 事 の 内 容 

（開会 午前９時５９分） 

○議長（川本英輔議員） 議員の皆さん、引き続き御苦労様でございます。よろしくお

願いいたします。 

  ただいまの出席議員は１２名です。 

  会議成立のための定足数に達しておりますので、これより令和４年第６回坂町議会
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臨時会を開会いたします。 

  それでは、本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

  お諮りします。 

  議事事件説明のため、説明員の出席を求めたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 異議なし、と認めます。 

  よって、直ちに出席を求めます。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時００分） 

（再開 午前１０時０１分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 町長から特に発言を求められておりますので、発言を許しま

す。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 皆さん、おはようございます。令和４年第６回坂町議会臨時会

が開会されるに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

  皆様方におかれましては、御多忙の中を御出席をいただきまして、厚くお礼を申し

上げます。 

  このたびの臨時会では、５件の案件につきまして御審議をお願いをいたすものでご

ざいます。案件の内容につきましては、後ほど御説明をさせていただきたいと存じま

す。何とぞよろしく御審議をくださいまして、御承認を賜りますようお願いを申し上

げまして、御挨拶とさせていただきます。 

  よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） これより、議事に入ります。 

  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員には、坂町議会会議規則第１２５条の規定により、議長において、
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６番柚木 喬議員、７番出下 孝議員、８番瀧野純敏議員を指名いたします。 

  日程第２「会期の決定」を議題にします。 

  お諮りします。 

  本臨時会の会期は、本日１日にしたいと思います。 

  御異議ありませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 異議なし、と認めます。 

  会期は本日１日に決定をいたしました。 

  日程第３ 議案第３５号「坂町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を

求めることについて」を議題にします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 議案第３５号「坂町税条例等の一部を改正する条例の専決処分

の承認を求めることについて」御説明を申し上げます。 

  この議案は、地方税法等の一部を改正する法律が去る３月３１日に公布されたこと

に伴い、坂町税条例等の一部を改正することについて、地方自治法第１７９条第１項

の規定によって専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により、議会の承認

を求めるものでございます。 

  改正の主な内容につきましては、土地に係る固定資産税の負担調整措置について、

令和４年度限りの措置として、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を現行の５％から

２.５％とする改正、また、省エネ改修工事を行った住宅に係る特例の拡充等に伴う

改正でございます。 

  その他の改正につきましては、地方税法等の改正に伴う条文の整備でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

（「質疑なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 質疑なし、と認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  続いて、討論に入ります。 
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  討論はありませんか。 

（「討論なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 討論なし、と認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） これより、議案第３５号を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに、賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

○議長（川本英輔議員） 挙手全員です。 

  議案第３５号は原案のとおり承認されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 日程第４ 議案第３６号「坂町国民健康保険税条例の一部を

改正する条例の専決処分の承認を求めることについて」を議題にします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 議案第３６号「坂町国民健康保険税条例の一部を改正する条例

の専決処分の承認を求めることについて」御説明を申し上げます。 

  この議案は、地方税法等の一部を改正する法律が去る３月３１日に公布されたこと

に伴い、坂町国民健康保険税条例の一部を改正することについて、地方自治法第１７

９条第１項の規定によって専決処分をいたしましたので、同条第３項の規定により、

議会の承認を求めるものでございます。 

  改正の主な内容につきましては、国民健康保険税の課税限度額を引き上げるもので、

その他の改正につきましては、地方税法等の改正に伴う条文の整備でございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  向田議員。 

○１番（向田清一議員） 座ったままでよろしいでしょうか。 

  国民健康保険税条例の中で、基礎課税額が６３万円から６５万円に値上がりしてま

すが、該当者はどれぐらいいらっしゃるのか、また、何％に当たるのか、大体どれぐ
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らいの所得の方なんだろうかというのが気になりますので、教えてください。 

○議長（川本英輔議員） 松谷税務住民課長。 

○税務住民課長（松谷展裕君） お答えいたします。 

  国民健康保険税の該当者でございます。全体で約２,３００人でございます。世帯

で言いますと、約１,５００でございます。 

  以上です。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 暫時休憩いたします。 

（休憩 午前１０時０８分） 

（再開 午前１０時１０分） 

○議長（川本英輔議員） 休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 松谷課長。 

○税務住民課長（松谷展裕君） お答えいたします。 

  このたび６３万円から６５万円に改正されるわけでございますが、これにつきまし

ては、本課税が７月になりますので、その本課税をしてみなければ、該当者がどれぐ

らいになるかというのは判明しませんので、今、ここで何人というのはお答えするこ

とがちょっとできませんので、よろしくお願いいたします。 

○議長（川本英輔議員） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 質疑なし、と認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  続いて、討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

  向田議員。 

○１番（向田清一議員） 反対討論ということでよろしいでしょうか。 

  限度額が２万円ほど値上げになるんですがね、平成２０年度から年々値上げして、

国保限度額は当時４７万円、令和４年度は６３万円です。後期高齢者支援分を含める

と９９万円になるようです。この１２年間で倍にも当たる３１万円が増加になってい

ます。国民健康保険に占める国庫負担率、１９８４年は４９.８％、２００５年は３
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０.４％に減ってきています。今こそ国保を元に戻すことが先決ではないでしょうか。

コロナ禍で生活が困窮している状況下、先行きが見通せない中で、このような値上げ

は生活を根底から揺るがすものです。断じて許すわけにはいきません。この条例には

反対いたします。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） ほかにありませんか。 

（「討論なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 討論なし、と認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） これより、議案第３６号を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに、賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 多 数） 

○議長（川本英輔議員） 挙手多数です。 

  議案第３６号は原案のとおり承認をされました。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 日程第５ 議案第３７号「令和３年度坂町国民健康保険事業

特別会計補正予算（第３号）の専決処分の承認を求めることについて」を議題にしま

す。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 議案３７号「令和３年度坂町国民健康保険事業特別会計補正予

算（第３号）の専決処分の承認を求めることについて」御説明を申し上げます。 

  今回の補正は、令和２年度事業実績に基づく精算金について補正計上を行ったもの

でございます。 

  令和４年４月２８日までに支出手続きを行う必要があり、議会を開く時間的余裕が

なかったため、専決処分をいたしましたので、議会の皆様に報告し、承認を求めるも

のでございます。 

  それでは、歳出予算につきまして御説明を申し上げます。 

  ６ページの基金積立金６７万６千円の減額は、令和２年度事業実績の確定に伴い計
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上いたしました。 

  諸支出金、償還金及び還付加算金６７万６千円の増額については、国県支出金の過

年度分返還金の確定により計上いたしました。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  柚木議員。 

○６番（柚木 喬議員） これは令和３年度の補正なんですけども、返還金というのは

一定の時期が来ないと出ないということで、時期ずれいうのはそういう意味ですか。 

○議長（川本英輔議員） 増木保険健康課長。 

○保険健康課長（増木梨江君） お答えいたします。 

  今回の令和２年度の国民健康保険の保険給付の返還金に係るものでございます。こ

の決定通知が令和４年４月１日に参りました。このことにより、補正を専決をさせて

いただき、計上をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 質疑なし、と認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  続いて、討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 討論なし、と認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） これより、議案第３７号を採決します。 

  本案は原案のとおり承認することに、賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

○議長（川本英輔議員） 挙手全員です。 

  議案第３７号は原案のとおり承認をされました。 
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～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 日程第６ 議案第３８号「坂町災害伝承ホール設置及び管理

条例の制定について」を議題にします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 議案第３８号「坂町災害伝承ホール設置及び管理条例の制定に

ついて」御説明を申し上げます。 

  このたびの条例制定は、災害時避難場所としての利用及び災害の記憶を次の世代に

伝えていくため、子供たちが災害や避難について学べる施設として建設した本施設の

管理運営を適切に行うためのものでございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  出下議員。 

○７番（出下 孝議員） 条例の３条に日常的な清掃等の管理についてはとありますね。

これらについては、詳細は規則で定められるんだろうと思うんですが、今、考えられ

とるこの日常的な清掃等の管理の場所ですね、どういうところを想定して、どのよう

に管理運営されるのかいうことをちょっとお聞きします。 

○議長（川本英輔議員） 藤本民生部長。 

○民生部長（藤本大一郎君） お答えいたします。 

  こちらの日常的な清掃等管理でございますが、平日につきましては、以前も２月４

日の全員協議会でちょっと説明させていただきましたけども、職員でまず鍵の開閉を

行います。閉めるときも職員でやる予定にしております。ただし、土日につきまして

は、小屋浦住民協のほうへお願いいたしまして、委託契約を結ばせていただいて、そ

の開閉と中の掃除であるとか、そういったものについては住民協の方にお願いすると

いうことで計画をいたしております。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 出下議員。 

○７番（出下 孝議員） ここでは日常的な清掃等となっとるんですね。鍵いうのは清

掃じゃないですね。清掃に含むんですか。等の中に含むんですかね。ということで、
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もっとちょっと具体的に日常的な清掃いうのを、どういうような範囲を考えておられ

るのかいうのをお聞きします。 

○議長（川本英輔議員） 藤本部長。 

○民生部長（藤本大一郎君） お答えいたします。 

  日常的な清掃等いうことでございまして、ホール内の中の掃除を指しております。

鍵の開閉につきましては、等の中に含めるといいますか、鍵を開けんと中には入れん

もんですから、これにつきましては、清掃等の中に含まさせていただいております。 

  また、伝承ホールの外から入れるトイレなんですが、二つございます。そちらのほ

うは、やはり小屋浦の住民福祉協議会のほうで管理していただくということで、こち

らのほうは伝承ホールとは別に住民協のほうで清掃等をしていただく予定にしており

ます。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 安竹議員。 

○２番（安竹 正議員） この住民団体に管理を委託するということなんですけども、

小屋浦の住民協のほうに何か委託料のようなものをお支払いになる予定ではあるんで

すか。 

○議長（川本英輔議員） 藤本部長。 

○民生部長（藤本大一郎君） こちらのほうは、小屋浦地区住民福祉協議会のほうへ相

談させていただいた結果、住民協のほうに入るんではなくて、個人と委託契約を結ば

せていただくということになっております。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 安竹議員。 

○２番（安竹 正議員） この委託料、管理料みたいなもんですが、個人に払われるの

は時給で計算されるんですか。それとも日給のようなものなんでしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 藤本部長。 

○民生部長（藤本大一郎君） お答えいたします。 

  まず、土日だけのことなんですけども、朝、鍵を開けていただいて、点検をしてい

ただくが１回と。閉まるのが４時ですから、４時頃に来ていただいて、鍵を閉めてい

ただいて、点検をするというようなことで、１日２回、時給と申しますか、１回幾ら

というようなことで決めております。 
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  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 安竹議員。 

○２番（安竹 正議員） 土日だけじゃなくて、ふだんのトイレの清掃とか、そういっ

たものは含まれないんでしょうか。含まれないというか、ふだんはやらないというこ

となんでしょうか。 

○議長（川本英輔議員） 藤本部長。 

○民生部長（藤本大一郎君） 平日につきましては、職員のほうで対応いたします。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 質疑なし、と認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  続いて、討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 討論なし、と認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） これから、議案第３８号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

○議長（川本英輔議員） 挙手全員です。 

  議案第３８号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 日程第７ 議案第３９号「令和４年度坂町一般会計補正予算

（第１号）」を議題にします。 

  本案について、提案理由の説明を求めます。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 議案第３９号「令和４年度坂町一般会計補正予算（第１号）」

について御説明を申し上げます。 
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  今回の補正は、急を要する案件につきまして補正計上を行ったもので、既定の予算

総額に２,７１８万４千円を追加し、歳入歳出予算の総額を６６億９,５５７万２千円

といたすものでございます。 

  それでは、歳入歳出予算につきまして御説明を申し上げます。 

  まず、９ページの歳入で、国庫支出金、総務費国庫補助金では、新型コロナウイル

ス感染症対応地方創生臨時交付金及びデジタル田園都市国家構想推進交付金を計上い

たしました。 

  次に、歳出で、１０ページの総務費、一般管理費では、行政手続きのデジタル化を

推進する経費を計上いたしました。 

  １１ページの教育費、小学校費及び中学校費では、電子黒板の整備に要する経費を

計上いたしました。 

  その他のものにつきましては、付記説明のとおりでございます。 

  御審議のほど、よろしくお願いをいたします。 

○議長（川本英輔議員） これより、質疑に入ります。 

  質疑はありませんか。 

  柚木議員。 

○６番（柚木 喬議員） ９ページですか、デジタル田園都市国家構想推進交付金とい

うのを軸にこの補正は展開されているんですが、将来の方向として、たしか情報では

タイプ１とか２とか３とかいうのがホームページに出てるんですよね、政府の。基本

的には、町として今回はどの分野をとりあえずうたってるんですか。 

○議長（川本英輔議員） 鳴川情報政策監。 

○情報政策監（鳴川雅彦君） お答えいたします。 

  タイプ１、タイプ２、タイプ３とございまして、今回はタイプ１になってございま

す。タイプ１と申しますのは、既にほかの自治体等で展開されている情報システム、

これを汎用的に横展開を図るということで、国のほうが推奨しているものでございま

して、今回はＬＩＮＥシステムの導入ということに目的ということで交付金の交付を

受けたものでございます。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○６番（柚木 喬議員） タイプ１とか２とか３は、おのおの補助率、事業費に対する
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補助率が違ってくるんですね。今回、タイプ１は国の補助が幾らですか。 

○議長（川本英輔議員） 鳴川政策監。 

○情報政策監（鳴川雅彦君） 今回、タイプ１は補助率２分の１になってございますの

で、トータルでは１,０８８万４千円になってございます。その２分の１を今回補正

計上しているということでございます。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○６番（柚木 喬議員） 将来の方向として、今、伺ったんですが、タイプ２、３に次

第に移っていくと思うんですが、今回は入り口として、教育分野のデジタル化いうこ

とですよね、電子黒板ですから。そういう意味でのことですか。そういうことと違い

ますか。とりあえず入り口として電子黒板を入れるということではないんですか。 

○議長（川本英輔議員） 鳴川政策監。 

○情報政策監（鳴川雅彦君） 今回、電子申請システムでございまして、電子黒板とは

違っております。電子申請、つまりこれから導入しますのは、例えば住民票等の写し

の交付ですとか、そういったもので、現在、窓口に来ていただいて、申請書を書いて

いただいて交付してございますけれども、それをオンラインによって、役場に来なく

ても、２４時間いつでも電子申請をする、なおかつ、キャッシュレス決済によって、

手数料等も合わせて納付するということで、役場に一切来ることなく、郵送で住民票

等も取れるということになってございまして、電子黒板のことではございません。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） ほかにありませんか。 

  奥村議員。 

○５番（奥村冨士雄議員） １０ページのＰＣＲ検査の件ですけども、最近、ちょこち

ょこ学校でＰＣＲ検査しとるんですけども、そういった検査での費用負担なんでしょ

うかね。 

○議長（川本英輔議員） 増木保険健康課長。 

○保険健康課長（増木梨江君） ＰＣＲ検査についてお答えをいたします。 

  これは令和３年度から継続をいたしております。やはり集団生活を送る小学校、中

学校の児童生徒の感染、集団感染をいち早く防ぐために実施をいたしておるものでご

ざいます。 
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  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 柚木議員。 

○６番（柚木 喬議員） ちょっと１０ページ、お願いします。 

  実は、今、言われた三つのシステムの委託料が５７１万円で計上されているんです

が、その下の使用料及び賃借料というのが９２万円ということで計上されているんで

すが、これはおのおの上のいわゆる電子決済サービスの利用料とか、あるいは予約シ

ステムをつくって、その利用料として６５万円とかというて、合計９２万円の計上を

されているんですが、これは９２万円いうのはかかるもんですか。ちょっと素人的な

質問で申し訳ないんですが。 

○議長（川本英輔議員） 鳴川政策監。 

○情報政策監（鳴川雅彦君） お答えいたします。 

  ９２万円というのは、これは年額全て使った場合になってございまして、これは実

際には、これからシステム等の導入、あるいは構築を進めてまいりますので、その時

間が若干かかります。ですから、今のところ、電子システムの改修が１０月以降にな

ろうかと思っています。それ以降の使用料ということになってございます。 

  具体的には、この電子決済システムに係る利用料は月大体２万２千円ぐらいかかっ

ておりますので、それ掛け１２か月分、プラス、もう一個の施設予約システム、これ

はいわゆるＳｕｎｓｔａｒ Ｈａｌｌですとか町民センター、あるいは小学校等のい

ろんな施設、こちらのほうを予約するシステムでございまして、その利用料というこ

とで、年間分含めて６５万円ほど。ただし、これはＳｕｎｓｔａｒ Ｈａｌｌ等の全

部施設約５０ぐらいの部屋、これを全部入れた場合ですので、これから検討次第によ

りまして、少なくなることも想定はいたしております。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） 光岡議員。 

○３番（光岡美里議員） １１ページの教科用備品についてお伺いします。 

  電子黒板のことだと思うんですが、納品の時期等、なかなか見込みが難しいものだ

とは思いますが、これからどういうふうに導入して、活用をいつ頃を目指しておられ

るのかお聞かせください。 

○議長（川本英輔議員） 坂本教育次長。 

○教育次長（坂本孝博君） お答えをいたします。 
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  まず、納入の時期でございますけれども、本年度２学期中の導入、使用開始という

ことで目指しており、進めてまいりたいというふうに考えております。 

○議長（川本英輔議員） 出下議員。 

○７番（出下 孝議員） 電子黒板について、今、２学期中に納入されるということで

すが、今日、小中学校の小学校の６年生、中学校の３年生、全国の学力テストが行わ

れますよね。私が思うのは、かなりこの効果を、電子黒板を活用して、授業をして、

その効果が来年の学力テスト、ここら辺にどのように反映されるかいうのが非常に興

味を持って聞かせてもらっとったんですが、そこら辺の効果いうのをどういうように、

これ、活用した効果いうのをどういうように評価されるんかいうのをちょっとお聞き

したいんですが。 

○議長（川本英輔議員） 枝廣教育長。 

○教育長（枝廣泰知君） 全国学力・学習状況調査、今週の火曜日に実施をされました

けども、電子黒板を導入することによって、一番私たちが期待しているのは、視覚的

な部分の即効性、視覚的に見て子供たちがよく分かるという。そして、時間的な黒板

に書いたりといった時間的な部分を短縮できますので、その時間が子供たち個人や、

あるいは学級でしっかり考える時間に与えられるなり、また、表現力ですね、表現を

するのに充てられるだろうということで、思考力、表現力を伸ばすことができるので

はないかというふうに期待しております。 

  今の学力調査との関係ですけども、これは側面的な、一面的な部分もございます。

そういったところで考える問題、ある問題にスポットを当てて、そこで比べるといっ

たようなこともできると思いますし、また、今度、公立高校の入学者選抜が表現力と

いうものを重視するようになってまいりますので、そちらのほうの期待も考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） 奥村議員。 

○５番（奥村冨士雄議員） 今の電子黒板についてですけども、今までの黒板がありま

すよね。そういうのも併用して使うのかどうかということと、電子黒板を使う場合に、

例えば事前に入力いうか、例えばその場で手書きでやったりとか、そういうようなこ

とも可能なんですかね。 

○議長（川本英輔議員） 枝廣教育長。 
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○教育長（枝廣泰知君） 今、奥村議員がおっしゃりますように、電子黒板自体にいろ

いろなものを書き加えていくといったようなことも可能になります。それを保存した

り、また、印刷につなげることもできます。そういった面での効果というのは大きい

のかなというふうに思っています。 

  それから、この電子黒板を使うことによって、子供たちの自宅のほうにいて、学校

に来れていないといったような子供たちのところにも情報提供というようなこともで

きるのかなと思っております。 

  以上です。 

○議長（川本英輔議員） ほかにありませんか。 

  柚木議員。 

○６番（柚木 喬議員） １０ページのちょっと下なんですが、ホームページの構築業

務いうのが実はあるんですが、今、リニューアルとの絡みで、構築いう意味合いがど

ういう意味かなと。１５３万円もかけるんだということで、ちょっと説明をお願いし

ます。 

○議長（川本英輔議員） 山本企画財政課長。 

○企画財政課長（山本 保君） 現在、ホームページにつきましては、スマホ対応など

のリニューアルを行っているところでございますが、今回、追加で動画などの新たな

仕掛けを制作をいたしまして、町の魅力発進を強化していくようなことを検討をいた

しております。 

  以上でございます。 

○議長（川本英輔議員） ほかにありませんか。 

（「質疑なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 質疑なし、と認めます。 

  これをもって、質疑を終結いたします。 

  続いて、討論に入ります。 

  討論はありませんか。 

（「討論なし」という者あり） 

○議長（川本英輔議員） 討論なし、と認めます。 

  これをもって、討論を終結いたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 
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○議長（川本英輔議員） これより、議案第３９号を採決します。 

  本案は原案のとおり決定することに、賛成の方は挙手願います。 

（挙 手 全 員） 

○議長（川本英輔議員） 挙手全員です。 

  議案第３９号は原案のとおり可決されました。 

～～～～～～～～～～～～～～～○～～～～～～～～～～～～～～～ 

○議長（川本英輔議員） 以上で、本日の日程を全て終了いたしました。 

  最後に、町長から発言を求められております。 

  吉田町長。 

○町長（吉田隆行君） 令和４年第６回坂町議会臨時会が閉会されるに当たりまして、

一言御挨拶を申し上げます。 

  本臨時会にお願いをいたしました案件につきましては、いずれも原案のとおり御決

定をいただき、厚くお礼を申し上げます。 

  長引くコロナ禍で、先の見えない状況が続いておりますが、皆様方には御自愛をく

ださいますとともに、なお一層の御理解、御協力を賜りますようお願いを申し上げま

して、閉会の御挨拶とさせていただきます。 

  ありがとうございます。 

○議長（川本英輔議員） これにて、令和４年第６回坂町議会臨時会を閉会いたします。 

  御苦労でございます。 

○議会事務局長（西谷信樹君） 皆様、御起立をお願いいたします。 

（起 立） 

○議会事務局長（西谷信樹君） 互礼。 

（閉会 午前１０時３９分） 


